
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
十
七
条

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市

町
村
長
が
作
成
し
た
臨
時
の
予
防
接
種
に
関
す
る

記
録
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
「
改

正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

た
予
防
接
種
と
み
な
さ
れ
た
改
正
法
第
五
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
予
防
接
種
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）に

つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
臨
時
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
と
き
か
ら

当
該
臨
時
の
予
防
接
種
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た

日
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
臨

時
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
市
町
村
長
が
改
正
法
第

六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
二
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
臨
時
の
予
防
接
種
の

実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
日
の
う

ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
期
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
九
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎




